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桑名市と圏域人口の推移（単位：人）

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

桑名市人口 129,595 134,856 138,963 140,290 140,303

圏域人口 208,807 213,963 218,271 218,490 217,819
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＊総務省「国勢調査」より
＊圏域人口は桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町の計



年齢区分別割合（平成27年10月）

桑名市 圏域 三重県

老年人口（65歳以上） 25.0 25.6 27.9

生産年齢人口（15～64歳） 61.0 60.8 59.1

年少人口（15歳未満） 14.0 13.6 13.0
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＊総務省「国勢調査」より
＊圏域は桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町の計



桑名市の年齢区分別割合の推移

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

老年人口（65歳以上） 13.9 16.0 18.7 21.7 25.0

生産年齢人口（15～64歳） 69.4 67.9 65.9 63.6 61.0

年少人口（15歳未満） 16.7 16.1 15.4 14.7 14.0
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＊総務省「国勢調査」より



桑名市の障害別手帳所持者の推移（単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

精神障害 987 1,094 1,154 1,165 1,189

知的障害 816 845 877 907 952

身体障害 4,683 4,663 4,618 4,559 4,449

合計 6,486 6,602 6,649 6,631 6,590
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＊市政の概要（各年3月31日現在）より



桑名市の障害種類別身体障害者手帳所持者数の推移（単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

肢体不自由 2,451 2,460 2,385 2,321 2,246

聴覚・平衡機能障害 406 392 391 384 376

内部障害 1,489 1,484 1,522 1,532 1,522

音声・言語そしゃく機能障害 48 48 52 53 50

視覚障害 289 279 268 269 255

合計 4,683 4,663 4,618 4,559 4,449
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＊市政の概要（各年3月31日現在）より



桑名市の障害等級別療育手帳所持者数の推移（単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

Ｂ２（軽度） 148 169 195 204 208

Ｂ１（中度） 298 307 308 318 342

Ａ２（重度） 248 241 244 249 253

Ａ１（最重度） 122 128 130 136 149

合計 816 845 877 907 952
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＊市政の概要（各年3月31日現在）より



桑名市の等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（単位：人）

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

３級 124 154 180 169 174

２級 665 735 785 790 832

１級 198 205 189 206 183

合計 987 1,094 1,154 1,165 1,189
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＊市政の概要（各年3月31日現在）より



桑名市の障害福祉サービス支給決定者（児）の推移（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年

障害者 681 757 766

障害児 180 215 252

合計 861 972 1,018
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＊障害福祉課調べ（各年6月30日現在）



民間企業の障害者実雇用率の推移（単位：％）

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

全国 1.69 1.76 1.82 1.88 1.92

三重県 1.57 1.60 1.79 1.97 2.04

桑名地区 1.59 1.65 1.82 1.92 1.97
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＊三重労働局「障害者雇用状況」より
＊各年6月1日現在



桑名市内の福祉関係施設・事業所の状況①
平成26年11月1日現在 平成29年6月1日現在

事業の種類 事業所数 定員（人） 事業所数 定員（人）

居宅介護 12か所 － 15か所 －

重度訪問介護 ８か所 － 10か所 －

同行援護 ６か所 － ６か所 －

児童発達支援 １か所 30 ４か所 60

放課後等デイサービス ５か所 50 12か所 120

施設入所支援 １か所 40 １か所 40

計画相談支援 ３か所 － 10か所 －

短期入所 ２か所 24 ３か所 22



桑名市内の福祉関係施設・事業所の状況②
平成26年11月1日現在 平成29年6月1日現在

事業の種類 事業所数 定員（人） 事業所数 定員（人）

生活介護 ８か所 119 ８か所 166

自立訓練（生活訓練） １か所 20 １か所 10

就労移行支援 １か所 20 ２か所 26

就労継続支援Ａ型 ８か所 140 ９か所 185

就労継続支援Ｂ型 12か所 222 13か所 232

共同生活援助
（グループホーム）

２か所 29 ６か所 55

合計 70か所 694 100か所 890

＊三重県障がい福祉課「指定事業所一覧」より
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計画策定に向けて
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障害者総合支援法第88条第9項

市町村は第89条の３第1項に規定する協議会を設置した

ときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴くよう努めなけ

ればならない。



第３期 桑名市障害者計画
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基本理念 基本方針
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１ 障害を理解し思いやりのある
まちづくり

２ 安心して暮らせるまちづくり

３ 社会参加を応援するまちづくり



第４期障害福祉計画
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基本理念 計画推進における３つの視点

計画推進における３つの視点
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１ 障害者の自己決定の尊重と意思決定の支
援

２ 市を基本とする身近な実施主体と障害種別
によらない一元的な障害福祉サービスの実

施

３ 障害者の課題に対応したサービス提供体制
の整備



計画の位置づけ等
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障害者総合支援法第88条第1項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保

その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市

町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。

児童福祉法第33条の20第１項

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支

援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援

の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」とい

う。）を定めるものとする。



障害福祉計画・障害児福祉計画について
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項目 障害福祉計画 障害児福祉計画

名称 第５期桑名市障害福祉計画 第１期障害児福祉計画

根拠法令 障害者総合支援法第88条第１項 児童福祉法第33条の20 第１項

計画期間 3年
第5期 平成30年度～平成32年度

3年
第1期 平成30年度～平成32年度

内容 障害福祉サービス、相談支援、地
域生活支援事業の見込とサービス
の確保方針

障害児通所支援、障害児相談支援の見
込とサービスの確保方針

目的 障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービスに係る数値目標の設
定とサービス提供の確保を計画的に図る
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５つの基本理念

１ 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

２ 市を基本とする身近な実施主体と障害種別に
よらない一元的な障害福祉サービスの実施

３ 障害者の課題に対応したサービス提供体制の整備

４ 地域共生社会の実現に向けた取組み

５ 障害児の健やかな育成のための発達支援
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

ヒアリング設計

ヒアリング実施

結果とりまとめ・分析

見込み量の算出

計画骨子検討

計画素案作成

パブリックコメント ●

編集・印刷

自立支援協議会 ● ● ● ●

計
画
案
を
市
議
会
に
て
協
議

＊状況により変更となる場合もあります。



放課後等デイサービス事業所
訪問について

１



放課後等デイサービスの全国的な課題

 平成24年の児童福祉法改正によって、放課後等デイサービス
が児童福祉施設として制度化

平成24年4月：2,540ヶ所 平成28年4月：8,352ヶ所 約3.3倍

 問題点：急激な事業所数の増加によりサービスの質が低い事
業所も少なくないことが問題視されています。

 ・適切ではない支援を行う事業所が増えている。

・発達支援の内容、技術が十分でない事業所も見られる。

・単なる居場所となっている事例がある・・・

などの指摘などがあります。 ２



・厚生労働省は平成27年に「放課後等デイサービスガイドライン」を策定。

・基本的役割や職員の専門性の確保等を定め、事業所に対し不断に創意

工夫を図り、提供する支援の質の向上や自己評価の実施を求めた。

・放課後等デイサービス開設要件を厳格化し、平成29年4月から新基準で

開設の適否を判断。

・放課後等デイサービスガイドラインの順守と評価結果公表の義務付け。

☆国が平成29年度経過措置期間を設定、県は30年度に実地指導へ

☆市と３障害者総合相談支援センターは、訪問へ

ガイドラインを受け市の取り組みへ

３



④
①② ③

⑤
⑥
⑦

⑧

⑨

① だんて
② スリール
③ 風の子びれっじ 空 kuu

④ 放課後等デイサービスＬｅａｆくわな
⑤ クラム
⑥ アプリ児童デイサービス陽だまりの丘
⑦ 放課後等デイサービスきんぎょ丸
⑧ はばたき
⑨ アプリ児童デイサービス桑名野田
⑩ ハナミズキ
⑪ エコム
⑫ フルールみのり

桑名市内放課後等デイサービス事業所

４

⑨
⑩⑪

⑫



＜事業所訪問の概要＞
 目的
・ガイドラインの活用と自己評価の実施の確認
・体制整備、職員の専門性の確保、支援内容に
関する事項の確認
・各事業所の課題の明確化

 訪問内容：アンケートの実施
・体制整備に関する事項
・職員の人員配置等、専門性の確保に関する事項
・支援内容に関する事項
・各事業所の課題に関する事項

 訪問時期 7月19日２事業所を予定。 ５


